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２００４年１０月、安全保障と防衛力に関する懇談会

イ 同盟国との協力

日本防衛のための第二のアプローチは、同盟国との連帯行動である。日米安全保障条約に基

づく日米同盟こそ、このための恒常的制度である。日本周辺の国際環境は、すでに述べたと

おり、依然として不安定性に満ちており、核兵器などの大量破壊兵器による紛争の可能性も

完全には否定できない。弾道ミサイルによる脅威も存在する。その意味で、今後とも日米同

盟の信頼性を相互に高めつつ、抑止力の維持を図る必要がある。とりわけ核兵器などの大量

破壊兵器による脅威については、引き続き、米国による拡大抑止3が必要不可欠である。さら

に、大量破壊兵器とその運搬手段としての弾道ミサイルの拡散が深刻な事態をもたらす可

能性があるなど、従来の抑止が効きにくい状況があることから、米国の核抑止を補完する必

要がある。このため、弾道ミサイルからの脅威については、米国との協力の下に、有効な弾道

ミサイル防衛システムを整備していかなければならない。日本周辺地域で発生する日本の

平和と安全に重要な影響を与えるような事態（周辺事態）に対しては、日本への脅威の波

及を防ぐために日米の協力が不可欠である。こうした事態に備えた協力体制の整備を継続

的に進め、現実の運用にあたっても日米協力の信頼性向上に努めていかなければならない。


